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※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

　

症
の
感
染
拡
大
を
防
ぐ
た
め
︑

　

相
談
会
の
中
止
や
電
話
相
談

　

な
ど
に
変
更
す
る
場
合
が
あ

　

り
ま
す
︒

●
こ
こ
ま
で
の
相
談
場
所
・
問

い
合
わ
せ
先　

生
活
環
境
課

（
☎
37
２
１
４
４
）

生
活
困
り
ご
と
相
談

　

経
済
的
な
困
り
ご
と
な
ど
、
気

軽
に
相
談
く
だ
さ
い
。

　

平
日
（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を

除
く
）、
8
時
30
分
〜
17
時
、
生

活
サ
ポ
ー
ト
相
談
セ
ン
タ
ー
（
総

合
福
祉
セ
ン
タ
ー
（
は
ま
な
す

館
）
内　

☎
36
２
０
１
５
）

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

関
連
無
料
電
話
相
談

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
感
染
拡
大
に
起
因
す
る
さ
ま
ざ

ま
な
悩
み
ご
と
に
つ
い
て
、
無
料

困
り
ご
と
相
談
・
法
律
相
談
会
に

お
い
て
、
弁
護
士
が
電
話
で
相
談

に
応
じ
ま
す
。

●
日
時　

月
・
木
曜
日　

15
時
〜

17
時

※
１
回
の
相
談
時
間
は
30
分
で
す
。

※
確
認
事
項
が
あ
り
ま
す
の
で
、

　

事
前
に
連
絡
く
だ
さ
い
。

東
日
本
大
震
災　
　
　

無
料
困
り
ご
と
相
談
・

法
律
相
談
会

　

震
災
に
よ
り
法
律
問
題
や
税
金

問
題
で
お
悩
み
の
方
、
そ
の
ほ
か

生
活
全
般
の
困
り
ご
と
が
あ
る
方

を
対
象
に
無
料
法
律
相
談
を
行
い

ま
す
。
ど
ん
な
相
談
で
も
構
い
ま

せ
ん
の
で
、気
軽
に
相
談
く
だ
さ
い
。

●
日
時　

平
日　

13
時
〜
17
時

※
曜
日
に
よ
っ
て
相
談
員
や
相
談

　

時
間
が
変
わ
り
ま
す
の
で
、
左

　

記
の
相
談
員
の
項
目
で
確
認
く

　

だ
さ
い
。

●
相
談
員　

福
島
県
弁
護
士
会
、

相
馬
市
四
団
体
協
議
会
（
司
法
書

士
会
・
税
理
士
会
・
行
政
書
士
会
・

土
地
家
屋
調
査
士
会
）、
福
島
県

社
会
保
険
労
務
士
会

▽
弁
護
士
会

主
な
相
談
内
容
＝
原
発
事
故
に
よ

る
損
害
賠
償
、
多
重
債
務
な
ど

月
・
木
曜
日　

15
時
〜
17
時

※
確
認
事
項
が
あ
り
ま
す
の
で
、

　

事
前
に
連
絡
く
だ
さ
い
。

▽
司
法
書
士
会

主
な
相
談
内
容
＝
相
続
手
続
き
、

売
買
、
贈
与
、
登
記
、
会
社
な
ど

火
・
水
・
金
曜
日　

13
時
〜
16
時

▽
税
理
士
会

主
な
相
談
内
容
＝
所
得
税
、
相
続

税
、
贈
与
税
、
法
人
税

金
曜
日　

15
時
〜
17
時

▽
行
政
書
士
会

主
な
相
談
内
容
＝
農
地
転
用
許
可

申
請
、
そ
の
他
官
公
庁
許
認
可
申
請

月
曜
日　

13
時
〜
15
時

▽
土
地
家
屋
調
査
士
会

主
な
相
談
内
容
＝
分
筆
、
測
量
、

土
地
建
物
の
調
査

水
曜
日　

15
時
〜
17
時

▽
社
会
保
険
労
務
士
会

主
な
相
談
内
容
＝
雇
用
保
険
、
労

災
保
険
、
健
康
保
険
な
ど

木
曜
日　

13
時
〜
15
時

行
政
相
談

●
日
時　

8
月
11
日
（
火
）
10
時

〜
12
時

多
重
債
務
相
談

●
日
時　

平
日
（
土
・
日
曜
日
、

祝
日
を
除
く
）
8
時
30
分
〜
17
時

※
必
要
に
応
じ
て
弁
護
士
の
相
談

　

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

無
料
法
律
相
談

　

日
常
生
活
の
悩
み
な
ど
に
関
し
、

無
料
で
相
談
を
行
い
ま
す
。

　

希
望
す
る
方
は
生
活
環
境
課
へ

予
約
く
だ
さ
い
。

●
日
時

①
8
月
5
日
（
水
）

②
8
月
18
日
（
火
）

13
時
〜
16
時
30
分

市
民
相
談

●
日
時　

平
日
（
土
・
日
曜
日
、

祝
日
を
除
く
）
8
時
30
分
〜
17
時

交
通
事
故
相
談

●
日
時

①
8
月
6
日
（
木
）

②
8
月
20
日
（
木
）

9
時
〜
17
時

消
費
生
活
相
談

　

訪
問
販
売
・
商
品
ト
ラ
ブ
ル
な

相馬市公式ツイッターです。

随時、市からのお知らせをお伝え

しています。

soma_city＠

お知 せら

※
８
月
11
日（
火
）〜
14
日（
金
）

　

は
、
お
盆
期
間
の
た
め
、
新
型

　

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
関
連
無
料
電

　

話
相
談
お
よ
び
東
日
本
大
震
災

　

無
料
困
り
ご
と
相
談
・
法
律
相

　

談
会
は
休
み
と
な
り
ま
す
。

ど
に
つ
い
て
。

●
日
時　

平
日
（
土
・
日
曜
日
、

祝
日
を
除
く
）
8
時
30
分
〜
17
時

　「紙マーク」の付いているお菓子の箱は紙製容器包装なので、分別すること
でリサイクルできます。ティッシュ箱や包装紙、紙袋など紙マークが付いてい
るものと一緒にひもで縛り、「紙類の日（月 1 回）」に捨ててください。
　資源を有効に使うため、正しく分別しましょう。
●問い合わせ先　生活環境課（☎ 37-2143）

お菓子の箱は紙類の日に捨てましょう

紙マーク
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お知 せら

大阪府出身。平成 17 年弁護
士登録。大阪の法律事務所で
4 年勤務後、日本弁護士連合
会などの支援で設置された公
設事務所（秋田県大館市）
に所長として赴任（6 年間）。
平成 28 年 4 月より現職（福
島県弁護士会会員）。

エッセー　

法律あれこれ

弁護士 小津充人

差
別
を
な
く
す
た
め
に

企画政策部　参事

　

前
月
号
の
記
事
に
つ
い
て
、
ア

イ
ヌ
を
引
用
す
る
な
ら
琉
球
民
族

へ
の
言
及
が
不
可
欠
だ
し
、
同
和

問
題
や
障
が
い
者
差
別
に
つ
い

て
も
触
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か

と
、
担
当
課
長
（
担
当
係
長
？
担

当
者
？
）
に
叱
責
さ
れ
ま
し
た
…
。

　

原
稿
に
足
ら
ず
が
あ
る
の
は
、

紙
幅
の
問
題
で
も
、
そ
の
分
野
で

日
本
の
差
別
が
解
消
さ
れ
た
か
ら

で
も
な
く
、明
ら
か
に
筆
者
が「
足

り
な
い
」
か
ら
で
す
が
、
そ
の
点

を
大
幅
に
差
し
引
い
て
も
、
ま
だ

ま
だ
日
本
は
差
別
で
あ
ふ
れ
て
い

ま
す
。

　

そ
も
そ
も
、
差
別
的
感
情
は
、

不
明
な
も
の
や
、（
自
分
と
は
）

異
質
な
も
の
に
対
し
て
抱
く
「
怖

い
」・「
避
け
た
い
」
と
い
う
不
安

定
な
感
情
を
、
意
識
的
・
無
意
識

的
に
安
定
さ
せ
た
い
と
思
う
と
こ

ろ
か
ら
生
ま
れ
、
相
手
を
自
分
よ

り
劣
位
に
位
置
づ
け
優
越
感
を
抱

く
こ
と
で
心
の
平
穏
を
保
と
う
と

す
る
も
の
で
す
。「
眠
た
い
」・「
お

腹
が
す
い
た
」
な
ど
の
動
物
的

な
反
応
に
近
い
の
だ
と
思
い
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
、「
だ
か
ら
仕
方
が
な

い
」
と
い
う
趣
旨
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。

　

法
規
範
も
こ
の
よ
う
な
動
物
的

な
人
間
の
反
応
を
意
識
し
て
い
ま

す
。
例
え
ば
、
刑
法
に
は
、
物
を

盗
む
「
窃
盗
罪
」
と
、
物
を
壊
す

「
器
物
損
壊
罪
」
が
あ
り
ま
す
。

被
害
者
に
と
っ
て
は
、
被
害
の
程

度
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。
返
還
さ
れ

る
余
地
の
な
い
器
物
損
壊
罪
の
方

が
被
害
が
大
き
い
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
し
か
し
、
刑
法
は
、
窃
盗

罪
を
器
物
損
壊
罪
よ
り
重
く
処
罰

し
ま
す
。
人
間
に
と
っ
て
、
財
産

的
利
益
を
得
る
こ
と
が
魅
力
的
で

あ
る
か
ら
（
政
策
的
に
重
く
処
罰

す
る
）
と
説
明
さ
れ
ま
す
。
た
だ
、

死
刑
制
度
の
議
論
の
際
に
は
、
死

刑
制
度
の
存
在
が
重
大
犯
罪
を
抑

止
す
る
と
い
う
主
張
が
あ
る
一
方

で
、
重
罪
犯
罪
の
犯
行
時
に
死
刑

の
可
能
性
を
意
識
す
る
こ
と
は
困

難
で
あ
る
…
と
い
う
指
摘
も
あ
り

ま
す
。
現
場
で
の
人
の
（
感
情
的

な
）
行
動
を
、
各
人
の
前
提
知
識

の
多
寡
に
頼
る
よ
う
な
制
度
設
計

に
は
限
界
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
理
性
的
な
動
物
で
あ

る
人
間
の
本
領
発
揮
で
す
。
よ
り

単
純
な
対
処
方
法
の
実
践
を
意
識

し
て
み
ま
し
ょ
う
。
具
体
的
に
は
、

一
度
冷
静
に
な
っ
て
み
る
、
立
ち

止
ま
っ
て
考
え
て
み
る
、
自
分
を

俯
瞰
し
て
み
る
…
と
い
う
と
少
し

知
的
で
す
が
、
幽
体
離
脱
す
る
か

の
よ
う
に
、
数
メ
ー
ト
ル
上
空
か

ら
腑
抜
け
た
自
分
を
眺
め
て
み
る

と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
す
。
さ
ら
に
、

反
対
の
立
場
か
ら
眺
め
ら
れ
・
考

え
ら
れ
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
大
成

功
で
す
。ポ
イ
ン
ト
は
最
初
に「
自

分
の
心
が
動
い
て
い
る
」
こ
と
に

気
付
く
こ
と
。
気
付
か
ず
に
そ
の

ま
ま
進
ん
で
し
ま
う
と
、
不
安
や

不
快
か
ら
自
分
を
守
る
行
動
に
集

中
し
て
い
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

ち
な
み
に
、
世
の
中
に
10
万
円

が
あ
ふ
れ
て
い
る
か
ら
か
、
最
近
、

な
り
す
ま
し
詐
欺
、
ス
パ
ム
メ
ー

ル
、
必
勝
法
の
ダ
イ
レ
ク
ト
メ
ー

ル
な
ど
の
話
を
よ
く
聞
き
ま
す
の

で
、
注
意
く
だ
さ
い
。

※診療時間は 9:00 ～ 16:00

休日の当番歯科医

休日の当番医

献血に協力を
月　日 時　間 場　　所

8 月 5 日（水）

11:00 ～ 12:00 ソマ株式会社

13:30 ～ 14:30 株式会社ＡＤＥＫＡ

15:00 ～ 16:30 株式会社東北三之橋相馬工場

9 月 4 日（金）
10:00 ～ 12:00

相双五城信用組合（本店）
13:30 ～ 16:00

8 月の行事予定　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（7 月 15 日現在）

月日 行事名 場所

8 月 6 日（木） 福島県民共済相馬地区移動相談会
（電話予約制） 市民会館

※採血は医師の診断の上、行います。

※診療時間は 9:00 ～ 16:00
※救急医療病院は公立相馬総合病院（☎ 36-5101）
　　　　　　　　相馬中央病院　  　（☎ 36-6611）

8 月 2 日（ 日 ) 馬陵歯科診療所 中 村 字 塚 田 36-1888
8 月 9 日（ 日 ) 鈴木歯科医院 南相馬市原町区 26-3232
8 月 10 日（月 ) 黒沢歯科医院 中村字桜ヶ丘 36-1414
8 月 13 日（木 ) 小林歯科医院 南相馬市原町区 23-2727
8 月 14 日（金 ) 大井歯科医院 中村字大手先 35-0808
8 月 15 日（土 ) すすむ歯科医院 南相馬市原町区 26-1062
8 月 16 日（日 ) 菅野歯科医院 塚ノ町二丁目 36-1525
8 月 23 日（日 ) かとう歯科医院 南相馬市原町区 24-3838
8 月 30 日（日 ) 相良歯科医院 南相馬市鹿島区  67-2525

8 月 2 日（ 日 ) 菜のはなこどもクリニック 中 村 字 川 沼 36-8739

8 月 9 日（ 日 ) 桜ヶ丘さいとう整形外科 中村字桜ヶ丘 35-1333

8 月 10 日（月 ) 米村胃腸科内科医院 中 村 一 丁 目 35-2880

8 月 16 日（日 ) 阿部クリニック 中 村 一 丁 目 35-2553

8 月 23 日（日 ) 渡辺病院 新地町駒ヶ嶺 63-2100

8 月 30 日（日 ) 羽根田医院 沖ノ内二丁目 35-2970

※新型コロナウイルス感染症対策を実施の上、行います。
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ホームページは
　 こちらから

　

市
は
、
発
熱
者
の
診
察
を
１
カ

所
に
集
中
し
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
に
早
期
に
対
応
す
る

た
め
、
臨
時
に
公
立
相
馬
総
合
病

院
敷
地
内
に
発
熱
外
来
診
察
室
を

設
置
し
て
い
ま
す
。

※
８
月
３
日
（
月
）
か
ら
、
予
約

　

受
付
時
間
（
午
前
）
を
短
縮
し

　

ま
す
の
で
、
注
意
く
だ
さ
い
。

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

　

の
検
査
は
行
っ
て
い
ま
せ
ん
。

　

強
い
だ
る
さ
や
息
苦
し
さ
が
数

　

日
続
く
な
ど
感
染
が
心
配
な
方

　

は
、
受
診
前
に
帰
国
者
・
接
触

　

者
相
談
セ
ン
タ
ー
（
☎
０
１
２

　

０
―
５
６
７
―
７
４
７
）
に
相

　

談
く
だ
さ
い
。

●
対
象
者　

次
の
全
て
に
該
当
す

る
方

▽
３
７
・
５
度
以
上
の
発
熱
の
あ

る
高
校
生
以
上
の
方

▽
相
馬
市
、
新
地
町
に
居
住
ま
た

は
勤
務
す
る
方

●
予
約
方
法　

発
熱
外
来
診
察
室

受
け
付
け
（
☎
35
５
６
９
９
）
に

電
話
く
だ
さ
い
。

※
当
日
予
約
の
み
受
け
付
け
。

●
予
約
受
付
時
間

▽
9
時
30
分
〜
10
時
30
分
▽
12
時

30
分
〜
14
時
30
分

※
受
付
時
間
外
は
保
健
セ
ン
タ
ー

　

に
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い（
土
・

　

日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）。

●
場
所　

公
立
相
馬
総
合
病
院
地

下
入
口
前
駐
車
場
（
新
沼
坪
ケ
迫

１
４
２
）

※
専
用
駐
車
場
に
駐
車
く
だ
さ
い
。

●
診
療
時
間　

▽
10
時
〜
12
時
▽

13
時
〜
15
時

※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
。

※
原
則
予
約
者
の
み
診
察
。

●
持
参
物　

▽
健
康
保
険
証
▽
一

時
金
３
、０
０
０
円
（
後
日
、
精

算
し
ま
す
）

●
留
意
事
項　

▽
来
院
時
は
マ
ス
ク
を
着
用
し
、

可
能
な
限
り
自
家
用
車
で
来
院
く

だ
さ
い
。

▽
お
薬
手
帳
や
公
立
相
馬
総
合
病

院
診
察
券
を
お
持
ち
の
方
は
、
持

参
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ
先　

保
健
セ
ン

タ
ー
（
☎
35
４
４
７
７
）

発
熱
外
来
診
察
室

予
約
時
間
を
変
更
し
ま
す
●
公
売
物
件　

左
表
の
と
お
り

●
日
時　

10
月
29
日
（
木
）
10
時

※
受
付
時
間
は
9
時
40
分
〜
10
時

　

と
な
っ
て
お
り
、
受
付
時
間
に

　

間
に
合
わ
な
か
っ
た
場
合
は
、

　

公
売
に
参
加
で
き
ま
せ
ん
。 

●
公
売
の
場
所　

市
役
所
3
階　

正
庁

●
公
売
の
方
法　

入
札

●
持
参
物　

▽
は
ん
こ
（
認
印
可
）

▽
代
理
の
方
は
委
任
状 

 

▽
公
売
保
証
金

●
留
意
事
項　

▽
落
札
者
の
買
い
受
け
代
金
納
付

期
限
は
11
月
5
日（
木
）14
時
で
す
。

▽
滞
納
者
が
入
札
開
始
前
ま
で
に

公
売
に
係
る
徴
収
金
を
納
付
し
た

と
き
は
、
該
当
公
売
物
件
の
公
売

を
中
止
し
ま
す
。

▽
滞
納
者
が
滞
納
徴
収
金
を
買
い

受
け
人
の
代
金
納
付
前
に
完
納
し

た
と
き
お
よ
び
買
い
受
け
人
が
買

い
受
け
代
金
を
期
限
ま
で
に
納
付

し
な
か
っ
た
と
き
は
、
売
却
の
決

定
を
取
り
消
し
ま
す
。

▽
公
売
の
内
容
は
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
し
て
い
ま
す
。

財産の所在、地番、
地目、地積

見積価格
（円）

公売保証金
（円）

所在 中村字新町

6,860,000 686,000

地番 231 番 2

地目 宅地

地積 154.96 ㎡

所在 中村字新町

地番 231 番 3

地目 宅地

地積 28.89 ㎡

所在 中村字新町

地番 245 番 3

地目 宅地

地積 11.73 ㎡

所在 中村字新町

地番 245 番 4

地目 宅地

地積 11.09 ㎡

差
押
物
件
を
公
売
し
ま
す●

問
い
合
わ
せ
先　

税
務
課
（
☎

37
２
１
２
９
）

●

◎

◎

新町緑地公園

駅前郵便局

公売物件位置

Ｎ

●公売物件の詳細

国
道

115 号
線
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試験内容 受験資格 試験方法

一般行政・土木技術
（大学卒業程度）

昭和 60 年 4 月 2 日以降に生まれた方で、大学（短大を
除く）以上を卒業した方または令和 3 年 3 月までに卒
業見込みの方

▽ 1 次試験＝教養試験、専門
試験、適性検査
▽ 2 次試験＝論文試験、集団
討論試験、口述試験、実技試
験（幼稚園教諭のみ）

土木技術
（高等専門学校卒業程度）

昭和 60 年 4 月 2 日以降に生まれた方で、高等専門学校
（短大を除く）以上を卒業した方または令和 3 年 3 月
までに卒業見込みの方

土木技術
（高校卒業程度）

昭和 60 年 4 月 2 日以降に生まれた方で、2 級以上の土
木施工管理技士資格を有する方、または令和 3 年 3 月
までに同資格取得見込みの方

幼稚園教諭
昭和 60 年 4 月 2 日以降に生まれた方で、幼稚園教諭の
普通免許を有する方、または令和 3 年 3 月までに同免
許取得見込みの方

一般行政・土木技術・
幼稚園教諭
（民間企業等職務経験者）

昭和 55 年 4 月 2 日以降に生まれた方で、大学を卒業し
民間企業などにおける職務経験を 3 年以上有する方

▽ 1 次試験＝職務基礎力試
験、職務適応性検査
▽ 2 次試験＝論文試験、集団
討論試験、口述試験、実技試
験（幼稚園教諭のみ）

　

令
和
3
年
4
月
1
日
採
用
予
定

の
一
般
行
政
職
な
ど
の
職
員
採
用

試
験
を
次
に
よ
り
実
施
し
ま
す
。

　

試
験
の
詳
細
は
、
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

●
受
付
期
限
・
場
所

▽
受
付
期
限
＝
8
月
21
日
（
金
）

17
時
15
分

※
郵
送
の
場
合
、
8
月
21
日
必
着
。

▽
場
所
＝
市
役
所
3
階
総
務
課

●
試
験
日
・
会
場

▽
1
次
試
験
＝
9
月
20
日
（
日
）　

市
役
所
1
階
第
2
委
員
会
室

▽
2
次
試
験
＝
10
月
下
旬
実
施
予

定●
募
集
職
種
・
採
用
予
定
人
員

①
一
般
行
政
＝
1
人
程
度

②
土
木
技
術
＝
3
人
程
度

③
幼
稚
園
教
諭
＝
1
人
程
度

【
受
験
手
続
】

●
申
込
用
紙
の
請
求

▽
市
役
所
３
階
総
務
課
と
１
階
御

仕
法
通
り
に
あ
り
ま
す
。

※
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン　

　

ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

▽
郵
便
で
申
込
用
紙
な
ど
を
請
求

す
る
場
合
は
、
封
筒
の
表
に
「
採

用
試
験
申
込
用
紙
請
求
」
と
朱
書

相
馬
市
職
員
を
募
集
し
ま
す

き
し
、

120
円
切
手
を
貼
っ
た
宛
先

明
記
の
返
信
用
封
筒（
角
形
2
号
）

を
必
ず
同
封
く
だ
さ
い
。

●
申
し
込
み
方
法

▽
申
込
用
紙
な
ど
の
必
要
書
類
に

記
入
の
上
、
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

▽
郵
送
す
る
場
合
は
、
封
筒
の
表

に
「
採
用
試
験
申
込
」
と
朱
書
き

し
、
84
円
切
手
を
貼
っ
た
宛
先
明

記
の
返
信
用
封
筒
（
長
形
3
号
）

を
必
ず
同
封
く
だ
さ
い
。

※
申
込
用
紙
、
履
歴
書
な
ど
の
提

　

出
書
類
は
、
全
て
自
筆
で
記
入

　

く
だ
さ
い
。

●
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先　

総
務

課
（
☎
37
２
１
１
６
）

〒
９
７
６
―
８
６
０
１

中
村
字
北
町
６
３
―
３

令和 2 年度
個人事業税の課税の
お知らせ

　

個
人
事
業
税
は
、
県
内
に
事
務

所
や
事
業
所
を
設
け
、
物
品
販
売

業
や
不
動
産
貸
付
業
な
ど
、
法
律

で
定
め
ら
れ
て
い
る
事
業
を
行
う

個
人
の
方
に
納
め
て
い
た
だ
く
県

の
税
金
で
す
。

　

令
和
2
年
度
個
人
事
業
税
の
納

税
通
知
書
を
８
月
11
日
（
火
）
に

発
送
し
ま
す
。

●
納
期
限　

8
月
31
日
（
月
）

※
課
税
額
が
１
万
円
を
超
え
る
場

　

合
は
、
８
月
と
11
月
の
２
回
に

　

分
け
て
納
付
と
な
り
ま
す
。

※
所
得
税
の
確
定
申
告
時
期
な
ど　

　

に
よ
っ
て
、
納
税
通
知
書
の
発　

　

送
時
期
が
遅
れ
る
こ
と
が
あ
り

　

ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ
先　

相
双
地
方
振

興
局
県
税
部
課
税
課
事
業
税
チ
ー

ム
（
☎
26
１
１
２
６
）

ホームページ
はこちらから
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児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童
扶

養
手
当
を
受
け
て
い
る
方
は
、
現

況
届
（
所
得
状
況
届
）
を
提
出
く

だ
さ
い
。
届
出
期
間
内
に
提
出
し

な
い
と
、
手
当
が
受
け
ら
れ
な
く

な
り
ま
す
の
で
注
意
く
だ
さ
い
。

●
申
請
方
法　

市
が
発
送
し
た
現

況
届
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、

必
要
書
類
を
添
え
て
市
役
所
１
階

社
会
福
祉
課
へ
持
参
ま
た
は
郵
送

く
だ
さ
い
。

※
今
年
の
１
月
２
日
以
後
に
、
本

　

市
に
転
入
さ
れ
た
同
居
親
族
が

　

い
る
場
合
は
、
そ
の
方
の
マ
イ

　

ナ
ン
バ
ー
の
提
示
が
必
要
に
な

　

り
ま
す
。

︻
児
童
扶
養
手
当
︼

●
届
出
期
間　

8
月
3
日
（
月
）

〜
31
日
（
月
）　

※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
は
除
く
。

　

児
童
扶
養
手
当
は
、
ひ
と
り
親

家
庭
な
ど
の
生
活
の
安
定
と
自
立

を
助
け
る
た
め
に
支
給
さ
れ
る
手

当
で
す
。
次
の
い
ず
れ
か
の
要
件

に
該
当
す
る
児
童
を
監
護
し
て
い

る
母
、
監
護
し
か
つ
生
計
を
同
じ

く
す
る
父
、
ま
た
は
養
育
者
に
支

給
さ
れ
ま
す
。

▽
父
母
が
婚
姻
を
解
消
し
た
児
童

▽
父
ま
た
は
母
が
死
亡
し
た
児
童

▽
父
ま
た
は
母
が
一
定
の
障
が
い

の
状
態
に
あ
る
児
童

▽
父
ま
た
は
母
の
生
死
が
不
明
で

あ
る
児
童

▽
父
ま
た
は
母
が
引
き
続
き
1
年

以
上
遺
棄
し
て
い
る
児
童

▽
父
ま
た
は
母
が
申
し
立
て
に
よ

り
配
偶
者
の
暴
力
な
ど
に
よ
る
Ｄ

Ｖ
保
護
命
令
を
受
け
た
児
童

▽
父
ま
た
は
母
が
1
年
以
上
拘
禁

さ
れ
て
い
る
児
童

▽
母
が
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
懐
胎

し
た
児
童　

な
ど

︻
特
別
児
童
扶
養
手
当
︼

●
届
出
期
間　

8
月
12
日
（
水
）

〜
9
月
11
日
（
金
）　

※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
は
除
く
。

　

特
別
児
童
扶
養
手
当
は
、
20
歳

未
満
の
中
度
ま
た
は
重
度
の
障
が

い
の
あ
る
児
童
を
監
護
し
て
い
る

父
も
し
く
は
母
、
ま
た
は
養
育
者

に
支
給
さ
れ
る
手
当
で
す
。

児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童
扶
養
手
当

現
況
届
を
提
出
く
だ
さ
い

　

両
制
度
に
新
た
に
該
当
と
な
る

方
は
、
随
時
申
請
を
受
け
付
け
て

い
ま
す
の
で
相
談
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ
先　

社
会
福
祉
課

（
☎
37
２
２
０
４
）

児
童
扶
養
手
当
・
特
別

児
童
扶
養
手
当
の
申
請

を
随
時
受
け
付
け
て
い

ま
す

ひとり親家庭
医療費助成登録

●
対
象
者　

　

18
歳
未
満
の
児
童
を
扶
養
し
て

い
る
ひ
と
り
親
家
庭
の
父
母
で
、

受
給
者
お
よ
び
生
計
を
同
じ
く
す

る
扶
養
義
務
者
の
平
成
31
年
の
所

得
が
限
度
額
未
満
の
方
。（
児
童

の
両
親
の
ど
ち
ら
か
が
政
令
に
定

め
る
障
が
い
の
状
態
に
あ
る
家

庭
、
配
偶
者
の
暴
力
な
ど
に
よ
る

Ｄ
Ｖ
保
護
命
令
を
受
け
た
家
庭
も

含
む
。）

●
持
参
物　

▽
対
象
者
と
児
童
の
健
康
保
険
証

▽
振
込
希
望
金
融
機
関
の
通
帳

※
該
当
事
由
に
よ
っ
て
必
要
書
類

　

が
異
な
り
ま
す
の
で
、
事
前
に

　

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
受
付
期
間　

▽
新
規
登
録
の
方
＝
随
時
（
助
成

は
申
請
の
翌
月
か
ら
）

▽
更
新
登
録
の
方
＝
8
月
3
日

（
月
）
〜
8
月
31
日
（
月
）

●
登
録
・
問
い
合
わ
せ
先　

社
会

福
祉
課
（
☎
37
２
２
０
４
）

事前に登録が必要です

ひ
と
り
親
世
帯
臨
時
特
別
給
付
金

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
を
受
け
て
い
る
ひ
と
り
親

世
帯
の
生
活
を
支
援
す
る
た
め
、

ひ
と
り
親
世
帯
臨
時
特
別
給
付
金

を
支
給
し
ま
す
。

※
支
給
に
は「
基
本
給
付
」と「
追

　

加
給
付
」
が
あ
り
ま
す
。

︻
基
本
給
付
︼

●
対
象　

次
の
い
ず
れ
か
の
要
件

に
該
当
す
る
方

①
令
和
2
年
6
月
分
の
児
童
扶
養

手
当
が
支
給
さ
れ
た
方

②
公
的
年
金
な
ど
を
受
給
し
、
令

和
２
年
６
月
分
の
児
童
扶
養
手
当

の
支
給
が
全
額
停
止
さ
れ
た
方

※
既
に
児
童
扶
養
手
当
受
給
資
格

　

者
と
し
て
の
認
定
を
受
け
て
い

　

る
方
だ
け
で
な
く
、
過
去
に
児

　

童
扶
養
手
当
の
申
請
を
し
て
い

　

れ
ば
、
令
和
２
年
６
月
分
の
児

　

童
扶
養
手
当
の
支
給
が
全
額
ま

　

た
は
一
部
停
止
さ
れ
た
と
推
測

　

さ
れ
る
方
も
対
象
と
な
り
ま
す
。

③
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
を
受
け
て
家
計
が
急
変

し
、
直
近
の
収
入
が
、
児
童
扶
養

手
当
の
対
象
と
な
る
水
準
に
下

が
っ
た
方

●
給
付
額　

1
世
帯
当
た
り
5
万

円
お
よ
び
第
2
子
以
降
1
人
に
つ

き
3
万
円

●
申
請
方
法

▽
①
の
要
件
に
該
当
す
る
方
は
申

請
不
要
で
す
。

※
８
月
中
旬
頃
に
支
給
予
定
。

▽
②
、
③
の
要
件
に
該
当
す
る
方

は
、
申
請
書
に
必
要
書
類
を
添
付

し
、
申
請
く
だ
さ
い
。

︻
追
加
給
付
︼

●
対
象　

基
本
給
付
対
象
の
①
ま

た
は
②
の
要
件
に
該
当
す
る
方
の

う
ち
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
の
影
響
を
受
け
て
家
計
が
急

変
し
、
収
入
が
減
少
し
た
方

●
給
付
額　

1
世
帯
当
た
り
5
万
円

●
申
請
方
法　

申
請
書
に
必
要
書

類
を
添
付
し
、
申
請
く
だ
さ
い
。

︻
共
通
事
項
︼

●
申
請
書　

市
役
所
1
階
社
会
福

祉
課
ま
た
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

●
申
請
期
限　

令
和
３
年
２
月
28

日
（
日
）

●
給
付
方
法　

▽
①
の
方
は
児
童
扶
養
手
当
振
込

の
指
定
口
座
に
振
り
込
み
ま
す
。

▽
②
、
③
の
方
は
申
請
時
に
指
定

し
た
口
座
に
振
り
込
み
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ
先　

社
会
福
祉
課

（
☎
37
２
２
０
４
）

ホームページ
はこちらから
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市
は
、
市
内
の
木
造
住
宅
の
所

有
者
が
耐
震
診
断
を
希
望
す
る
場

合
、
耐
震
診
断
者
（
耐
震
診
断
を

行
う
建
築
士
な
ど
）
を
派
遣
し
ま

す
。

※
標
準
的
な
木
造
住
宅
の
耐
震
診

　

断
費
用
は
通
常
20
万
円
程
度
で

　

す
が
、
自
己
負
担
７
、５
０
０
円

　

で
耐
震
診
断
が
で
き
ま
す
。

●
対
象
と
な
る
建
築
物　

次
の
要

件
を
全
て
満
た
す
建
物

▽
所
有
者
が
自
ら
居
住
す
る
住
宅

▽
昭
和
56
年
5
月
31
日
以
前
に
着

工
さ
れ
た
戸
建
て
木
造
住
宅

※
店
舗
な
ど
の
用
途
を
兼
ね
る
場

　

合
は
、
住
宅
の
部
分
の
床
面
積

　

が
延
べ
床
面
積
の
2
分
の
1
以

　

上
の
も
の
。

▽
在
来
軸
組
工
法
、
伝
統
的
工
法
、

枠
組
壁
工
法
な
ど
に
よ
る
木
造
3

階
建
て
以
下
の
住
宅

●
対
象
戸
数　

6
戸
（
予
定
）

※
先
着
順
。

●
実
施
時
期　

10
月
以
降

●
申
込
者
の
自
己
負
担
金　

７
、
５
０
０
円

●
申
し
込
み
方
法　

提
出
書
類
が

あ
り
ま
す
の
で
、
市
役
所
2
階
建

築
課
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

●
申
し
込
み
に
必
要
な
物

▽
昭
和
56
年
5
月
31
日
以
前
に
着

工
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
資
料

（
確
認
通
知
書
の
写
し
な
ど
）

▽
は
ん
こ

▽
住
宅
平
面
図

　

　
　

〜
昭
和
56
年
5
月
31
日
以
前
の
木
造
住
宅
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

耐
震
化
の
た
め
の
補
助
制
度
が
あ
り
ま
す
〜

　

耐
震
診
断
を
行
っ
た
結
果
、
補

強
計
画
が
耐
震
診
断
者
よ
り
報
告

さ
れ
ま
す
。

　

市
は
、
安
全
性
が
低
い
と
診
断

さ
れ
た
住
宅
を
対
象
に
、
耐
震
改

修
費
用
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

●
対
象
戸
数　

2
戸
（
予
定
）

※
先
着
順
。

●
申
し
込
み
方
法　

問
い
合
わ
せ

先
ま
で
連
絡
く
だ
さ
い
。

●
補
助
金
額　

▽
一
般
改
修
の
場
合
＝
工
事
費
の

2
分
の
1
か
つ
最
大

100
万
円

▽
段
階
改
修
の
場
合
＝
工
事
費
の

2
分
の
1
か
つ
最
大
60
万
円

●
申
込
期
間　

8
月
3
日
（
月
）

〜
9
月
30
日
（
水
）

●
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先　

建
築

課
（
☎
37
２
１
７
８
）

耐
震
診
断

耐
震
改
修

補
助
制
度
を
利
用
し
て
、

　

ぜ
ひ
耐
震
診
断
と
耐
震
改
修
を

　

市
は
、
8
月
1
日
現
在
で
市
内

に
住
所
を
有
す
る
次
の
対
象
患
者

の
方
に
見
舞
金
を
支
給
し
ま
す
。

●
支
給
対
象
者　

次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
方

▽
指
定
難
病
医
療
費
受
給
者
証

（
県
知
事
発
行
）
所
持
者

▽
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
受
給

者
証
（
県
知
事
発
行
）
所
持
者

▽
じ
ん
臓
機
能
障
害
に
よ
る
慢
性

透
析
療
法
を
受
け
て
い
る
方

▽
特
定
疾
患
医
療
受
給
者
証
（
県

知
事
発
行
）
所
持
者

▽
先
天
性
血
液
凝
固
因
子
障
害
等

医
療
受
給
者
証
（
県
知
事
発
行
）

所
持
者

▽
遷
延
性
意
識
障
害
に
よ
り
受
療

中
の
方

●
見
舞
金
額　

２
万
円

※
金
融
機
関
の
口
座
へ
振
り
込
み
。

●
申
請
場
所　

市
役
所
1
階
健
康

福
祉
課

●
申
請
期
間　

8
月
3
日
（
月
）

〜
8
月
14
日
（
金
）

※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
。

※
申
請
期
限
を
過
ぎ
た
場
合
で
も

　

受
け
付
け
ま
す
が
、
早
め
に
申

　

請
く
だ
さ
い
。

●
持
参
物　

▽
は
ん
こ
▽
県
知
事

発
行
の
受
給
者
証
ま
た
は
認
定
証

▽
申
請
者
名
義
の
通
帳

※
受
給
者
証
の
保
護
者
欄
に
記
載

　

さ
れ
て
い
る
方
以
外
の
保
護
者

　

が
受
取
人
と
な
る
場
合
は
、
対

　

象
者
と
の
関
係
が
わ
か
る
も
の

　
（
住
民
票
な
ど
）

●
申
請
・
問
い
合
わ
せ
先　

健
康

福
祉
課
（
☎
37
２
１
０
９
）

指定難病医療費・
小児慢性特定疾病
医療費対象の方へ
見舞金を支給

します

　

相
馬
方
部
衛
生
組
合
は
、
電
気

技
術
職
採
用
候
補
者
試
験
を
行
い

ま
す
。

●
採
用
予
定
人
員　

合
計
1
人
程

度
（
受
験
区
分
ご
と
で
は
あ
り
ま

せ
ん
）

●
採
用
日　

令
和
3
年
４
月
１
日

●
受
験
資
格　

昭
和
60
年
４
月
２

日
以
降
に
生
ま
れ
、
受
験
区
分
ご

と
に
定
め
る
要
件
を
満
た
す
方
。

※
詳
細
は
受
験
案
内
を
確
認
く
だ

　

さ
い
。

●
受
験
区
分　

▽
大
学
卒
業
程
度

▽
高
等
専
門
学
校
卒
業
程
度
▽
高

校
卒
業
程
度

●
試
験
方
法　

▽
教
養
試
験
▽
専

門
試
験
▽
適
性
検
査
▽
論
文
試
験

▽
集
団
討
論
試
験
▽
面
接
試
験

●
試
験
日　

▽
一
次
＝
9
月
20
日
（
日
）
9
時

▽
二
次
＝
10
月
下
旬

●
受
験
手
続　

受
験
案
内
を
よ
く

確
認
の
上
、
受
験
申
込
用
紙
に
必

要
書
類
を
添
え
て
、
郵
送
ま
た
は

持
参
に
よ
り
提
出
く
だ
さ
い
。

※
受
験
案
内
は
、
公
立
相
馬
総
合

　

病
院
と
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

　

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
る
ほ
か
、

　

市
役
所
1
階
組
合
事
務
局
で
交

　

付
し
ま
す
。

●
受
付
期
限　

8
月
21
日
（
金
）

※
郵
送
の
場
合
、
必
着
。

●
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先　

相
馬

方
部
衛
生
組
合
事
務
局
総
務
課

（
☎
35
４
１
２
４
、
35
４
１
３
２
）

職員募集（電気技術職）

相馬方部
衛生組合

ホームページ
はこちらから



　広報そうま　令和 2．8．115

消防職員
　を募集します

●
採
用
予
定
人
員　

5
人
程
度

●
受
験
資
格　

①
平
成
5
年
４
月
２
日
か
ら
平
成

15
年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た

方
（
学
歴
は
問
い
ま
せ
ん
）

②
採
用
後
、
相
馬
地
方
管
内
市
町

村
に
居
住
で
き
る
方

●
受
付
期
限　

9
月
11
日
（
金
）

※
郵
送
の
場
合
、
必
着
。

●
受
付
場
所　

相
馬
地
方
広
域
市

町
村
圏
組
合
事
務
局
総
務
課
（
市

役
所
３
階
）

●
第
１
次
試
験　

▽
試
験
日
＝
10
月
18
日
（
日
）

▽
試
験
会
場
＝
相
馬
地
方
広
域
消

防
本
部
（
南
相
馬
市
原
町
区
高
見

町
一
丁
目
２
７
２
）

▽
試
験
方
法
＝
教
養
試
験
（
高
校

卒
業
程
度
）、
体
力
試
験
、
適
性

検
査

●
第
２
次
試
験　

第
１
次
試
験
合

格
者
に
別
途
通
知
し
ま
す
。

●
申
込
用
紙　

申
込
用
紙
は
、
組

合
事
務
局
、
相
馬
地
方
広
域
消
防

本
部
、
相
馬
地
方
の
各
消
防
署
・

分
署
お
よ
び
相
馬
看
護
専
門
学
校

で
配
布
し
て
い
ま
す
。

　

組
合
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

●
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先　

相
馬

地
方
広
域
市
町
村
圏
組
合
事
務
局

総
務
課
（
☎
35
０
２
１
１
）

〒
９
７
６
―
８
６
０
１

中
村
字
北
町
６
３
―
３

本組合ホームページアドレス
http://www.soma-area.jp/　

相馬地方広域市町村圏組合 検索

防災メールの登録を !!
＜災害時に防災・避難情報などを配信＞

●メールアドレス　bousai.soma@yb74.asp.cuenote.jp QR コ ー ド を 読 み
取って空メール送信

●問い合わせ先　地域防災対策室（☎ 37-2121）

右の QR コードを使用、または下記のアドレスへ空メールを送信して登録ください。
※携帯電話のメールアドレス（キャリアメール）以外からも登録できます。

8
月
28
日
〜
9
月
3
日
は
全
国
一
斉
「
子

ど
も
の
人
権

110
番
」
強
化
週
間
で
す

　

法
務
省
人
権
擁
護
局
と
全
国
人

権
擁
護
委
員
連
合
会
は
、
い
じ
め

や
嫌
が
ら
せ
、
虐
待
、
体
罰
な
ど

子
ど
も
の
抱
え
る
人
権
問
題
に
つ

い
て
、
左
記
の
と
お
り
電
話
相
談

を
実
施
し
ま
す
。　

　

相
談
は
、
人
権
擁
護
委
員
お
よ

び
法
務
局
職
員
が
応
じ
ま
す
。
秘

密
は
厳
守
し
ま
す
の
で
、
安
心
し

て
相
談
く
だ
さ
い
。

●
強
化
週
間　

８
月
28
日
（
金
）

〜
９
月
3
日
（
木
）
の
７
日
間

●
時
間　

８
時
30
分
〜
19
時

※
８
月
29
日
（
土
）、
30
日
（
日
）

　

は
10
時
〜
17
時
。

●
電
話
番
号　

０
１
２
０
―

０
０
７
―
１
１
０
（
フ
リ
ー
ダ
イ

ヤ
ル
）

※
強
化
週
間
以
外
の
日
（
土
・
日

　

曜
日
、
祝
日
を
除
く
）
も
、
８

　

時
30
分
〜
17
時
15
分
、
相
談
に

　

応
じ
て
い
ま
す
の
で
、
利
用
く

　

だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ
先　

福
島
地
方
法

務
局
人
権
擁
護
課
（
☎
０
２
４
―

５
３
４
―
１
９
９
４
）

災
害
時
の
避
難
行
動
を
確
認
し
ま
し
ょ
う

　

災
害
時
、
危
険
な
場
所
に
い
る

人
は
避
難
す
る
こ
と
が
原
則
で
す
。

　

自
ら
の
命
は
自
ら
が
守
る
意
識

を
持
ち
、
適
切
な
避
難
行
動
を
と

り
ま
し
ょ
う
。

●
知
っ
て
お
く
べ
き
５
つ
の
ポ
イ

ン
ト

▽
避
難
と
は
「
難
」
を
「
避
」
け

る
こ
と
。
安
全
な
場
所
に
い
る
人

ま
で
避
難
場
所
に
行
く
必
要
は
あ

り
ま
せ
ん
。

▽
避
難
先
は
、
市
が
開
設
す
る
避

難
所
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
安

全
な
親
戚
や
知
人
宅
に
避
難
す
る

こ
と
も
考
え
ま
し
ょ
う
。

▽
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
の
た
め
、
マ
ス
ク
、
消
毒

液
、
体
温
計
が
不
足
し
て
い
ま
す
。

で
き
る
だ
け
自
ら
携
行
く
だ
さ
い
。

▽
市
が
避
難
所
を
開
設
す
る
場
合

は
、
防
災
メ
ー
ル
や
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
な
ど
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

▽
豪
雨
時
の
屋
外
の
移
動
は
車
も

含
め
危
険
で
す
。
や
む
を
得
ず
車

で
避
難
す
る
場
合
は
、
周
囲
の
状

況
な
ど
を
十
分
確
認
く
だ
さ
い
。　

●
問
い
合
わ
せ
先　

地
域
防
災
対

策
室
（
☎
37
２
１
２
１
）
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お知 せら

福
島
広
域
雇
用
促
進
支
援
協
議
会
か
ら
の
お
知
ら
せ

　

苦
手
な
人
と
の
接
し
方
を
学
ぶ

ほ
か
、
新
た
な
自
分
の
強
み
を
発

見
で
き
る
講
座
で
す
。

●
日
時　

①
9
月
７
日
（
月
）
12
時
〜
14
時

②
9
月
14
日
（
月
）
9
時
〜
11
時

③
9
月
28
日
（
月
）
12
時
〜
14
時

④
10
月
6
日
（
火
）
15
時
〜
17
時

●
申
込
期
限　

▽
①
・
②
＝
8
月
27
日
（
木
）

▽
③
・
④
＝
9
月
15
日
（
火
）

●
受
講
方
法　

オ
ン
ラ
イ
ン
サ
ー

ビ
ス
「
Ｚ
Ｏ
Ｏ
Ｍ
」
を
使
用
し
て

の
受
講

●
定
員　

20
人
程
度

ア
ン
ガ
ー
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に

学
ぶ
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
講
座

　

怒
り
の
感
情
を
上
手
に
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
す
る
「
ア
ン
ガ
ー
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
」
に
基
づ
い
た
知
識
を
学

べ
る
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
講
座
で

す
。

●
日
時　

9
月
12
日
（
土
）
13
時

〜
16
時
30
分

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能

力
講
座

　

福
島
広
域
雇
用
促
進
支
援
協
議

会
は
、
次
の
講
座
を
実
施
し
ま
す

の
で
、
気
軽
に
参
加
く
だ
さ
い
。

●
場
所　

ウ
エ
デ
ィ
ン
グ
パ
ー
ク

原
町
フ
ロ
ー
ラ
（
南
相
馬
市
原
町

区
高
見
町
２
―
３
０
―
６
）

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染

　

症
の
感
染
状
況
に
よ
り
、
オ
ン

　

ラ
イ
ン
セ
ミ
ナ
ー
に
変
更
す
る

　

場
合
が
あ
り
ま
す
。

●
定
員　

30
人
程
度

●
申
込
期
限　

9
月
6
日
（
日
）

︻
共
通
事
項
︼

●
留
意
事
項　

▽
受
講
料
・
テ
キ
ス
ト
代
は
無
料

で
す
。

▽
申
込
書
は
、
相
馬
市
役
所
2
階

商
工
観
光
課
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
、

南
相
馬
市
役
所
商
工
労
政
課
に
あ

り
ま
す
。

▽
雇
用
保
険
受
給
者
へ
参
加
証
明

書
を
発
行
し
ま
す
。

▽
企
業
で
の
申
し
込
み
も
可
能
で

す
。
詳
細
は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

●
問
い
合
わ
せ
先　

福
島
広
域
雇

用
促
進
支
援
協
議
会
（
☎
０
２
４

―
５
２
４
―
２
１
２
１
）

相馬看護専門学校

学生募集

　

令
和
3
年
４
月
入
学
の
学
生
を

次
に
よ
り
募
集
し
ま
す
。

●
修
業
年
限　

3
年

●
募
集
人
員　

40
人

●
受
験
料　

2
万
円

︻
試
験
区
分
お
よ
び
試
験
日
な
ど
︼

●
推
薦
入
学
試
験
（
公
募
︑特
別
）

▽
受
付
期
間
＝
10
月
1
日
（
木
）

〜
10
月
23
日
（
金
）

▽
試
験
日
＝
11
月
5
日
（
木
）

●
一
般
入
学
試
験

▽
受
付
期
間
＝
11
月
11
日
（
水
）

〜
12
月
14
日
（
月
）

▽
試
験
日
＝
令
和
3
年
1
月
7
日

（
木
）

●
一
般
入
学
試
験
（
2
次
募
集
）

▽
受
付
期
間
＝
令
和
3
年
2
月
1

日
（
月
）
〜
2
月
18
日
（
木
）

▽
試
験
日
＝
令
和
3
年
2
月
25
日

（
木
）

※
募
集
要
項
お
よ
び
受
験
願
書
は

　

相
馬
看
護
専
門
学
校
で
配
布
し

　

ま
す
。

◎
詳
細
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
確

認
、
ま
た
は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

●
申
請
方
法　

受
験
願
書
に
必
要

事
項
を
記
入
の
上
、
必
要
書
類
を

添
え
て
相
馬
看
護
専
門
学
校
へ
持

参
ま
た
は
郵
送
く
だ
さ
い
。

※
郵
送
で
受
験
申
込
を
行
う
場
合

　

は
、
期
間
内
必
着
で
す
。

●
問
い
合
わ
せ
先　

相
馬
看

護
専
門
学
校
総
務
係
（
☎

37
８
１
１
８
）

〒
９
７
６
―
０
０
０
６　

石
上
字

南
蛯
沢
３
４
４

☎ 0180-992-992 で
防災行政無線の放送を確認できます。

（防災無線の放送が聞きづらい場合などに利用ください。）

●問い合わせ先　地域防災対策室（☎ 37-2121）

ホームページ
はこちらから


